
北九州市上下水道局公告第９９号 

 次のとおり応募者に資格条件を付与した公募型プロポーザル方式に係る手続

を開始する。 

  令和６年６月１０日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

１ 業務概要 

（１） 業務名 北九州市水道料金等徴収業務 

（２） 業務内容 水道料金等の徴収に係る検針及び調定業務、収納及び未

納整理業務、開閉栓業務、窓口業務、電話受付業務等 

（３） 契約期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

２ 参加資格 

  参加申込書の提出期間の末日時点において、次の各号のいずれにも該当す

る者であること。 

なお、共同企業体による参加の場合は、第１号から第３号まで及び第８号

については共同企業体を構成する事業者（以下「構成員」という。）の全員

が、第４号から第７号までについては構成員のいずれかが、第９号について

は共同企業体が満たさなければならないものとし、かつ、構成員は第４号か

ら第７号までのいずれかを満たさなければならないものとする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

（２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

（４） 北九州市内に本社、本店又は本部を有し、かつ、その設置から１年

以上を経過していること。 

（５） 日本国内において、令和６年４月１日現在で２年間以上、水道のメ

ーター検針業務を適正に履行した実績があり、かつ、一つの事業体と契約

した受託区域の人口が２０万人以上であること。 

（６） 日本国内において、令和６年４月１日現在で２年間以上、水道の未

納整理業務を適正に履行した実績があり、かつ、一つの事業体と契約した

受託区域の人口が２０万人以上であること。 

（７） 日本国内において、令和６年４月１日現在で２年間以上、水道の電



話受付業務を履行し、かつ、一つの事業体と契約した受託区域の人口が２

０万人以上であること。 

（８） 共同企業体による参加の場合、第５号又は第６号を満たす構成員が

代表者となり、かつ、全ての構成員からそれぞれ３名以上の常時雇用関係

にある社員を配置することができること。 

（９） 前項の業務の実施に必要な人数の社員を配置し、かつ、常時雇用関

係にある社員を業務責任者として配置することができること。 

３ 受託候補事業者を選定するための評価基準 

（１） 会社内容 

（２） 経営方針 

（３） 業務体制等 

（４） 業務履行方法 

（５） 個人情報保護等 

（６） その他の業務提案 

（７） 意欲、信頼性等（ヒアリング等による評価） 

（８） 提案見積金額 

４ 契約の交渉等 

  前項の評価基準により決定した受託候補事業者と、第１項の業務の委託契

約締結の交渉を行う。ただし、交渉の結果委託契約締結に至らなかった場合

、上下水道局は、この契約を締結しないことによる補償は、行わない。 

５ 応募手続 

（１） 担当部局 

   北九州市上下水道局総務経営部営業課 

   北九州市小倉北区大手町１番１号 

   電話 ０９３－５８２－３６２３ 

（２） 説明書（プロポーザル実施説明書及び業務委託仕様書）の交付方法

及び交付期間 

  ア 交付方法 北九州市上下水道局のホームページからダウンロードする

ものとする。 

  イ 交付期間 令和６年６月１１日から同年７月１２日まで 

（３） 参加申込書の提出場所、提出期間及び提出方法 

  ア 提出場所 第１号の担当部局 

  イ 提出期間 令和６年６月２４日から同７月１２日まで（日曜日及び土

曜日を除く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  ウ 提出方法 持参又は郵送（配達証明付き書留郵便に限る。提出期間内



に必着のこと。） 

６ 応募後の手続 

（１） 参加申込書等受領後に、参加資格の審査を行い、審査結果を通知す

る。 

（２） プロポーザル実施に係る説明会の日時及び場所 令和６年７月下旬

（詳細は、前項第２号のプロポーザル実施説明書に記載する。） 

（３） 業務提案書の提出場所、提出期間及び提出方法 

  ア 提出場所 前項第１号の担当部局 

  イ 提出期限 令和６年９月上旬（詳細は、前項第２号のプロポーザル実

施説明書に記載する。） 

  ウ 提出方法 持参又は郵送（配達証明付き書留郵便に限る。提出期限ま

でに必着のこと。） 

７ その他 

（１） 手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

（２） 契約書作成の要否 要 

（３） 関連情報を入手するための照会窓口 第５項第１号の担当部局 

（４） 詳細は、説明書による。 


